
埼玉県私立高等学校等父母負担軽減事業補助金交付要綱 

 

制定 平成１５年 ５月 １日決裁 

改正  平成１７年 ８月１８日決裁 

改正  平成１８年 ６月 ９日決裁 

改正  平成１９年 ８月 ９日決裁 

改正 平成２０年 ７月 ４日決裁 

改正 平成２１年 ７月２１日決裁 

改正 平成２２年 ６月 １日決裁 

改正 平成２６年 ７月３１日決裁 

改正 平成２７年 ６月２６日決裁 

改正 平成２８年 ７月２８日決裁 
改正 平成２９年 ７月３１日決裁 
改正 平成２９年 ８月２１日決裁 
改正 平成３０年 ６月２０日決裁 
 

  
（目的） 
第１条 この要綱は、埼玉県（以下「県」という。）が行う高等学校等就学支援金の支給

に関する法律（平成２２年法律第１８号。以下「法」という。）に基づく高等学校等就

学支援金（以下「就学支援金」という。）及び埼玉県私立中学校等修学支援実証事業補

助金支給要綱（平成２９年６月１日制定）に基づく埼玉県私立中学校等修学支援実証

事業補助金の支給のほかに、県内の私立小学校、私立中学校、私立高等学校（専攻科

及び別科を除く。以下同じ。）、私立特別支援学校（高等部に限る。以下同じ。）及び私

立専修学校（法第２条第５号に規定する専修学校のうち、修業年限が３年以上の高等

課程を置く専修学校をいう。以下同じ。）（以下「私立高等学校等」という。）の設置者

が、当該私立高等学校等に在学する児童又は生徒の保護者の経済的負担の軽減と生徒

の修学促進を図るため、授業料、施設費等納付金及び入学金（以下「授業料等」とい

う。）の軽減事業を実施した場合に、県が予算の範囲内において当該設置者に対して補

助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。 

 
（定義） 
第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるとおりとす

る。 
（１） 生徒 県内の私立高等学校等に在学している児童又は生徒をいう。ただし、就 
   学支援金の対象学校にあっては、当該学校で就学支援金を受給している者を対象 
   とする。 
（２） 保護者 県内の私立高等学校等に在学している生徒の保護者（法第３条第２項

第３号に規定する保護者等をいう。）をいう。 



（３） 世帯 県内の私立高等学校等に在学している生徒及びその保護者をいう。 
 
（補助対象事業） 
第３条 補助の対象となる事業は、設置者が実施する軽減事業のうち、次の各号の一に

該当する私立高等学校又は私立特別支援学校若しくは私立専修学校に在学している生

徒及び第１号又は第５号に該当する私立小学校又は私立中学校に在学している生徒

の授業料等を軽減する事業（以下「事業」という。）とする。ただし、設置者が軽減

の対象とする生徒及びその保護者は、原則として県内に住所を有することを要する。 
（１） 保護者の死亡、傷病、失職又は離婚等により家計が急変して、授業料等の納入 
   が困難となった者 
（２） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に規定する保護を受けている世帯に 
   属する者 
（３） 世帯の所得が税法上の扶養親族数に基づき決定される基準額未満であり、授業 
   料等の納入が困難である者 
（４） 一定期間に学費負担が集中する、私立高等学校、私立特別支援学校、私立専修

学校又は大学等に通う子供が３人以上（補助対象となる生徒を含む。）いる多子

世帯に属し、授業料等の納入が困難である者 

（５） 災害により、保護者の住家等の建物、土地、家財その他の生産手段となる物件 
   が滅失し、又はき損し、授業料等の納入が困難となった者 
２ 前項第１号の規定においては、第２条第２号ただし書の規定にかかわらず就学支援 
 金の対象校の生徒であって就学支援金を受給していない者も対象とする。 
 
（補助額） 
第４条 補助の対象となる経費は、設置者が事業に要する経費とする。当該経費に対す

る補助額は、別に定める生徒１人当たりの補助額（年額）（以下「年度単価」という。）

に当該事業の対象となる生徒の数を乗じて得た額を上限とする。 

２ 生徒が設置者に納める授業料等が年度単価に満たないときは、当該生徒が設置者に

納める授業料等の額を限度として補助する。 

３ 当該事業の対象となる生徒が次の各号の一に該当するときは、第１項の規定にかか

わらず、その生徒に係る補助額は、年度単価（前項の場合は、年間に当該生徒が設置

者に納めるべき授業料等の額）に在学した軽減の対象となる月数を乗じて得た額を１

２で除して得た額（１０円未満の端数は切り捨て）とする。ただし、別に定める理由

があるときは、この限りではない。 
（１） 当該年度途中で前条各号の一に該当することとなったとき 

（２） 当該年度途中で退学や休学等により、授業料等の軽減を必要としなくなったと

き 

４ 生徒が県以外の地方公共団体で実施する授業料等軽減事業（学資金の貸与事業は除

く）により補助を受けている場合は、県で定める年度単価と補助を受けている額の差

額を補助額とする。 

５ 設置者が実施する当該事業の他に、生徒が設置者に納める授業料等の減免（設置者



から奨学資金が支給されることにより、生徒が設置者に納める授業料等の額が減少す

るものを含む。）を受けている場合は、当該減免を受けた結果、当該生徒が設置者に

納める授業料等の額を限度として補助する。 
 
（設置者の徴する書類） 
第５条 補助金の交付を受けようとする設置者は、学校が定める様式により生徒から父

母負担軽減事業補助金交付申請書を提出させるものとする。 
２ 前項の父母負担軽減事業補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付させるもの

とする。 
（１） 保護者の道府県民税（都民税を含む。）所得割額及び市町村民税（特別区民税 

   を含む。）所得割額を確認できる書類 

（２） その他別に定める書類 
 
（交付の申請） 
第６条 補助金の交付を受けようとする設置者は、様式第１号の交付申請書に次に掲げ

る書類を添えて、別に定める申請期間内に知事に提出するものとする。 
（１） 事業計画書（別紙１） 
（２） 父母負担軽減者一覧表（別紙２） 
（３） 収支予算書 
（４） 授業料等軽減（減免）に関する規程 
（５） その他別に定める書類 
 
（交付の決定及び通知） 
第７条 知事は、前条に規定する交付申請書及び添付書類を審査し、適当と認めたとき

は、補助金の交付を決定し、様式第２号の交付決定通知書により設置者に通知するも

のとする。 
２ 設置者は知事から交付決定の通知を受領した後に、申請書を提出した生徒の保護者

に対して、設置者が定める様式により軽減の決定を通知しなければならない。 
 
（補助金の支払） 
第８条 設置者は、前条の規定により受領した交付決定通知書に基づき、様式第３号の

県費補助金請求書を、知事に提出するものとする。 
２ 知事は、前項に規定する県費補助金請求書を受領した後、概算払又は精算払により

設置者に補助金を支払うものとする。 
 
（状況報告及び変更承認の申請等） 
第９条 知事は、補助金の交付の決定を受けた設置者に対し、事業の遂行の状況につい

て、書面により報告を求めることができる。 
２ 設置者は補助金の交付決定に係る事業を変更、中止又は廃止しようとするときは知

事の承認を受けなければならない。 



３ 前項の知事の承認を受けようとする場合は、様式第４号の変更等承認申請書を提出

しなければならない。 
４ 知事は、前項の変更等承認申請書に基づき、変更を承認する場合は、様式第５号の

変更交付決定通知書により設置者に通知するものとする。 
 
（実績報告書の提出等） 
第１０条 設置者は補助事業が完了したときは、その日から３０日を経過した日又は補

助年度の３月３１日のいずれか早い期日までに、様式第６号の実績報告書（別紙１を

添付したもの）を、知事に提出しなければならない。 
 
（額の確定） 
第１１条 知事は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、補助金等の交

付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかについて、書面により又

は実地により調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、

様式第７号の確定通知書により、設置者に対してその旨を通知するものとする。 
 
（決定の取消） 
第１２条 知事は、補助金の交付を受けた設置者が、次の各号の一に該当すると認めら 
 れるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。 
 
（１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき 
（２） 補助金を他の用途に使用したとき 
（３） この事業の目的を達成することが困難であると認められるとき 
 
（補助金の返還） 
第１３条 知事は、第１１条の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助

金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を命ずるも

のとする。 
２ 前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交

付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 
 
（加算金及び延滞金） 
第１４条 前条第２項の規定により補助金の返還を命じたときは、補助金の受領日から

納付日までの日数に応じ、年１０．９５％の割合で計算した加算金を当該補助金に加

えた金額を納付させるものとする。ただし、加算金が１，０００円未満であるときは

これを支払うことを要しない。 
２ 補助金の返還を命じた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、

納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年１０．９５％の割合で計算した延滞

金を納付させるものとする。ただし、延滞金が１，０００円未満の場合及びやむをえ

ない事情により延滞金が生じた場合は、延滞金の全部又は一部を免除することができ



る。 
３ 前項のやむをえない事情により延滞金を免除するためには、設置者は、返還を遅延

させないためにとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由などを記載した理

由書を知事に提出しなければならない。 
 
（書類の整備等） 
第１５条 補助金の交付を受けた設置者は、事業に係る収入及び支出等を明らかにした 
 帳簿等を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかな 
 ければならない。 
２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は当該事業の完了の日の属する会計年度の翌会計 
 年度から５年間保管しなければならない。 
 
（帳簿及び証拠書類の提出） 
第１６条 知事は、必要があるときは、設置者に対し、前条に規定する帳簿及び証拠書 
 類の提出を求めることができる。 
 
（その他） 
第１７条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 
    
   附 則 

１ この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ 埼玉県私立高等学校等父母負担軽減補助金交付要綱（平成１４年７月２３日決裁）

は廃止する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年度の補助金から適用する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２２年度の補助金から適用する。 

２ 就学支援金の支給に伴い、別に定める経過措置を実施する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年度の補助金から適用する。 

   附 則 
 この要綱は、平成２７年度の補助金から適用する。 



   附 則 
 この要綱は、平成２８年度の補助金から適用する。 
   附 則 
１ この要綱は、平成２９年度の補助金から適用する。 
２ 埼玉県私立高等専修学校授業料軽減事業補助金交付要綱（昭和５９年１１月１日制 
 定）は廃止する。 
   附 則 
 この要綱は、平成３０年度の補助金から適用する。

 


